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衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
法
務
省
に
お
け
る
情
報
管
理
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

地
方
更
生
保
護
委
員
会
は
、
三
人
以
上
十
五
人
以
内
の
委
員
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
る
機
関
で
あ
り
、
仮
釈
放
を
許
す
か
否

か
に
関
す
る
審
理
を
行
う
合
議
体
は
、
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
三
人
の
同
委
員
会
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
同
委
員
会
の
委
員
に
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

地
方
更
生
保
護
委
員
会
は
、
仮
釈
放
を
許
す
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
決
定
を
受
け
た
者
が
収
容
さ
れ
て
い
る
刑

事
施
設
の
長
又
は
少
年
院
の
長
及
び
更
生
保
護
法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
し
た
当
該
決
定
を
受
け
た
者
が

居
住
す
べ
き
住
居
（
同
法
第
五
十
一
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
宿
泊
す
べ
き
特
定
の
場
所
を
定
め
た
場
合
に
は
当
該

場
所
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
保
護
観
察
所
の
長
に
対
し
、
決
定
通
知
書
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
通
知
し
て
お
り
、
同
法
第
二

十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
通
知
が
な
さ
れ
た
と
き
に
、
当
該
決
定
を
受
け
た
者
に
当
該
決
定
が
告
知
さ
れ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
る
。
当
該
決
定
を
受
け
た
者
に
対
し
て
は
、
当
該
刑
事
施
設
又
は
当
該
少
年
院
に
お
い
て
、
適
宜
の
方
法
に

一



よ
り
そ
の
旨
伝
え
て
い
る
。
当
該
決
定
を
受
け
た
者
に
係
る
引
受
人
（
犯
罪
を
し
た
者
及
び
非
行
の
あ
る
少
年
に
対
す
る
社

会
内
に
お
け
る
処
遇
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
法
務
省
令
第
二
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
引
受

人
を
い
う
。
）
に
対
し
て
、
当
該
決
定
が
あ
っ
た
旨
通
知
す
る
こ
と
を
定
め
た
規
定
は
な
い
が
、
当
該
刑
事
施
設
、
当
該
少

年
院
又
は
当
該
保
護
観
察
所
か
ら
、
必
要
に
応
じ
、
適
宜
の
方
法
に
よ
り
伝
え
て
い
る
。

四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
審
理
に
係
る
情
報
、
特
に
仮
釈
放
の
処
分
に
係
る
情
報
」
及
び
「
そ
れ
に
関
係
す
る
法
務
省
職
員
」
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
の
委
員
を
含
む
法
務
省
の
職
員
（
国
家
公
務
員
法
第

二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
員
を
い
う
。
）
に
は
、
同
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

守
秘
義
務
に
違
反
し
て
同
委
員
会
の
合
議
体
に
よ
る
審
理
に
関
す
る
秘
密
を
漏
ら
し
た
事
例
は
承
知
し
て
い
な
い
。

二


